
議案第4 2号

三朝町営国民宿舎事業の設置等に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町営国民宿舎事業の設置等に関する条例の一部を改正するこ

とについて､地方自治法(昭和2 2年法律第67号)第96条第1項の規定に

より､本議会の議決を求める｡

平成14年3月22日

三朝町長　　　吉　田　秀　光

年鑑1描3lTjJ22日原案可決

三朝野鼠会議長恩浄

三朝町条例第　　号

三朝町営国民宿舎事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

三朝町営国民宿舎事業の設置等に関する条例(昭和41年三朝町条例第30号)

の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項(以下｢移

動条項｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引か

れた条及び項(以下｢移動後条項｣という｡)が存在する場合には､当該移動条

項を当該移動後条項とし､移動条項に対応する移動後条項が存在しない場合に

は､当該移動条項(以下｢削除条項｣という｡)を削り､移動後条項に対応する

移動条項が存在しない場合には､当該移動後条項(以下｢追加条項｣という｡)

を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条及び項の表示並びに削除条項

を除く｡以下｢改正部分｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引か

れた部分(粂及び項の表示並びに追加条項を除く｡以下｢改正後部分｣という｡)

が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､改正部分に対応

する改正後部分が存在しない場合には､当該改正部分を削り､改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には､当該改正後部分を加える｡

改正後 弌ﾉ�9���

(設置) 忠�ﾙ'R��

第1条略 ��c���z｢�



(組織)

第2条　地方公営企業法(昭和27年法

律第292号｡以下｢法｣という｡)塞

14条の規定に基づき､国民宿舎事業
の管理者の権限に属する事務を処理

亘るため､三朝町営国民宿舎ブラ___>_

±二ルみささを置く_し

(組織)

第2条　地方公営企業法(昭和27年法●律第292号｡以下｢法｣という｡)塞

1条ただし書及び埠方公営企業法施

壁令(昭和27年政令第403号)第8
条の2の規定に基づき､国民宿舎事

業に管理者を置かないこととし､管
理者の権限は､町長がこれを行ケも
のとする｡_

旦　法第14条の規定に基づき､国民宿
舎事業の事務を処理させるため､三

勢町営国民宿舎プランナールみささ
を置くC_____

急呈餐　略

盈生産　略

墓旦条　略

墓旦条　略

iJ7粂　略

菱旦塵　略

第9条　略

附　則

この条例は､平成14年4月1日から施行する｡


